
防犯灯電気料補助金申請について（補足） 

 

防犯灯電気料補助金の申請につきましては、防犯灯電気料補助金交付申請書（様式第２号）、

防犯灯電気料補助金実績報告書（様式第６号）、防犯灯電気料補助金交付請求書（兼受領委

任状）に加え、添付書類として下記①、②、③を提出していただきます。 

なお、令和５年度に新規設置や民間企業等から移管された防犯灯及び、令和５年９月まで

に廃棄し、令和５年９月分の電気料金集約分内訳表中で確認できない防犯灯は令和５年度の

電気料補助金の補助対象となりませんので御注意ください。 

 

①電気料金集約分内訳表（令和５年９月分）の写し 

 令和５年９月分の電気料金集約分内訳表の写しを提出していただきます。補助申請にあた

りましては、補助申請灯数と契約灯数が一致している（もしくは契約灯数の方が多い）こと

を御確認ください。複数枚ある場合は、全て写しを提出してください。 

 

〇電気料金集約分内訳表（令和５年９月分）が手元にない場合・・・ 

(ⅰ)これまで紙で届いていたが急に届かなくなった場合は、東京電力エナジーパートナー

㈱のＷＥＢサイトからダウンロードして発行する方法に変更になっている場合があり

ます。発行方法や詳しい内容については東京電力エナジーパートナー㈱まで直接お問い

合わせ願います。 

※東京電力エナジーパートナー㈱ ＴＥＬ：０１２０－９９５－１１１（又は１１３） 

 

(ⅱ)契約灯数が少ない場合は電気料金集約分内訳表自体が郵送されない場合があります。 

  その際は、申請灯数分の領収書の写し又は申請灯数分の電気料金の支払いがわかる書類

（令和５年１０月分以降の電気料金集約分内訳表や電気料金引き落とし口座の通帳の

写し等）を提出してください。 

 

 ＜電気料金集約分内訳表見本（見本は令和元年度のものです）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年 ９月分 



②防犯灯位置図 

 今回、市の防犯灯管理システムに登録されている防犯灯の位置図を送付いたします。正し

く防犯灯の位置が登録されているか、確認し、申請の際に添付してください。 

登録されている防犯灯 

・ESCO事業で設置した LED灯（防犯灯管理番号 L－番号） 

・平成 25～28年度に市が設置し、自治会等へ引き渡した LED灯 

（防犯灯管理番号 25－番号、26－番号、27－番号、28－番号） 

・平成 29年度以降に自治会等が設置し、市が設置費補助金を交付した LED灯 

（防犯灯管理番号 29－番号、30－番号、NS－番号） 

登録されていない防犯灯 

・平成 24年度以前に設置した防犯灯（蛍光灯、水銀灯、LED灯等） 

・市の設置費補助金を受けていない防犯灯（寄付された防犯灯等） 

 

撤去や移設、廃止（灯具を付けたまま、電気の契約を止めたもの）した灯具もあると思い

ます。既に市に御報告いただいているものもあるかと思いますが、今一度、御報告をお願い

いたします。 

地図は ESCO事業を実施した平成 25年度時点のもののため、現状と合致しない部分があり

ますが御了承ください。 

 今回確認していただく地図の情報は、来年度以降の防犯灯電気料補助の基礎資料とさせて

いただく予定ですので、御協力をよろしくお願いいたします。 

 

③振込先通帳の写し（お願い） 

 補助金の振込先通帳の写しは必須ではありませんが、スムーズに補助金の振り込みが行え 

るよう、御提出をお願いいたします。 

 


